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広告代理店 御中

kaikaku@city.saitama.lg.jp

826都 行 第

令 和 2 年 12 月 11 日

さいたま市都市戦略本部行財政改革推進部

担 当

電 話

Ｆ Ａ Ｘ

E-Mail

石川 江口

048-829-1106

048-829-1997

「見積書提出に当たっての留意点」のとおりそ の 他

提 出 期 限

提 出 先 さいたま市　都市戦略本部　行財政改革推進部

令和2年12月 25日 正午まで

広告主等の

決 定 方 法

提 出 物

（さいたま市役所５階）

 〒330-9588　さいたま市浦和区常盤６－４－４

広告媒体名称 さいたま市情報端末画面

別紙「広告掲載仕様書」のとおり

「見積書」及び「広告掲載申込書兼誓約書」

さいたま市長　清　水　勇　人 

（ 公 印 省 略 ）

広 告 掲 載 に 係 る 募 集 に つ い て（ 依 頼 ）

     日頃よりさいたま市政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

     さいたま市では、本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲

   載する事業を行っております。

     この度、広告媒体に広告を掲載する広告代理店等を募集しますので、参加を希

   望する場合は、さいたま市広告掲載要綱、さいたま市広告掲載基準をご確認の上、

   下記により必要書類をご提出くださいますようお願いいたします。

記

見積り合わせの結果、最高額の見積り提出者に売却

募 集 内 容



見積書提出に当たっての留意点 

１ 見積書の提出について 

① 見積書には、広告代理店手数料、製作費（版下・デザイン）は含まない

金額を記載してください。また、見積り提出者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１０

０に相当する金額を記載してください。 

② 見積書の金額が、最低募集価格（税込み）の１１０分の１００に相当す

る金額を下回った場合は、失格とします。 

③ 見積書の金額の訂正は無効となります。訂正のため見積書様式が必要

な場合は、お申し出ください。 

④ 購入希望が無いと認められる見積りについては、無効とします。 

⑤ 金額以外の訂正等を行う場合は、修正液等は使用せず二重線で見え消

しにして、訂正印を押してください。 

⑥ 見積書には押印が必要ですので、御持参いただくか郵送にて御提出く

ださい。また、見積書提出後の変更や撤回はできませんので御了承くださ

い。 

⑦ 提出期限までに見積書の提出がなかった場合は、購入を希望しないも

のと判断します。 

⑧ 広告掲載申込書兼誓約書を合わせて提出してください。 

２ 見積り結果について 

① 見積り金額が同額の場合は、別に指定する日時に当該見積書を提出

したものによるくじ引きにより決定します。このくじを引かない者が

あるときは、当該入札事務に関係のない職員がくじを引き、決定しま

す。 

② 見積り結果については、原則として提出期限日の翌日（翌日が閉庁

日の場合は、翌開庁日）までに連絡します。 



別紙

（様式２・見積り合わせ方式用）

広 告 募 集 仕 様 書

○次の広告媒体に広告を掲載する広告主等を次のとおり募集します。なお、決定方法

につきましては、見積り合わせの結果、最高額の見積り提出者に売却することとしま

す。 

１ 広告媒体について 

名 称 さいたま市情報端末画面 

発行部数 約７，５００台 

規格 

判型 15.6 インチワイドディスプレイ 

ページ - 

色 カラー液晶 

発行日 令和３年４月１日（予定） 

内 容 さいたま市職員が日常業務で使用する端末 

配布方法 
（期間・エリア・

対象者等）

配布期間：令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日（予定） 

対象  ：さいたま市職員 

配布方法：端末広告表示プログラムにより表示

発行元 都市戦略本部情報政策部情報システム担当 

備 考  



別紙

２ 掲載広告について 

掲載面・位置 スペース（縦×横） 枠数 色数 
最低募集価格 

（税込み） 

端末画面中央部 
800 ﾋﾟｸｾﾙ×600 ﾋﾟｸｾﾙ 

（JPEG 形式） 
2 枠 カラー 178,200 円 

特記事項 

１ さいたま市広告掲載要綱及びさいたま市広告掲載基準を遵守して

ください。 

２ 広告掲載料には、広告代理店手数料、制作費（版下・デザイン）

は含みません。 

３ 広告 1枠当たり 5秒表示する。（2枠合計 10秒） 

４ 広告表示順については、起動毎にランダム表示とする。 

５ 広告内容の変更は１ヶ月単位とする。 

入稿について 

１ 完全データにて入稿してください（データ形式：JPEG 形式 ファ

イルサイズ：500KB 以下 画像サイズ：横 800 ﾋﾟｸｾﾙ×縦 600 ﾋﾟｸ

ｾﾙ） 

２ 原稿内に「広告」である旨を明記してください。 

２ 入稿時には出力見本を添えてください。 

３ 初稿入稿締切までに初稿を提出し、原稿内容の審査を受けてくだ

さい。広告掲載基準等に基づき、広告内容等の修正をお願いする場

合がありますので、あらかじめご了承ください。 

４ 最終入稿締切までに審査が完了した原稿を提出してください。 

５ 入稿締切までに原稿の提出がない場合、広告の掲載はできません。

その場合でも広告料はお支払いただきますのでご留意ください。

初稿入稿締切 令和３年３月１２日（金）

最終入稿締切 令和３年３月１８（木）

３ 申込みについて 

４ 広告掲載イメージ                 

※別添「情報端末画面広告掲載イメージ」のとおり 

申込条件 広告代理店に限る

申込方法 
広告掲載申込書及び見積書を下記申込先へ送付またはご持参くださ

い。 

申込締切日 令和２年１２月２５日（金）正午必着 

申込先 

（問合せ先） 

(担当課名) さいたま市都市戦略本部行財政改革推進部 

(所在地) 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

(TEL) 048-829-1106  (FAX) 048-829-1997 

(E メール) kaikaku@city.saitama.lg.jp 



別添

○端末起動
時、上のよ
うな広告画
面が最前面
に５秒間表
示 さ れ た
後、自動的
に消える。

掲載広告について（補足）

１．広告画面の分割使用について

　１つの広告画面には、１社の広告のみ掲載可能とし、分割使用は不可とする。

２．契約期間中における掲載広告の変更について

　広告の内容は１ヶ月単位で変更することができる。

　下記の例において、広告Ａ～広告Lはそれぞれ異なる広告主のものでも構わない。

広告枠使用例）

パターン 10月 11月 12月 1月 2月 3月

パターン1

パターン2

パターン3

パターン4 広告Ａ／広告Ｂ 広告C／広告D 広告E／広告F 広告G／広告H 広告I／広告J 広告K／広告L

○端末起動時、上のような広告画面が最前面に５秒間ずつ自動で切り替えて表示された
後消える（セットされた広告データが一つの場合は５秒間だけ表示され消える）。

○広告の順番はランダム。

○「広告終了」ボタン押下により、広告画面を強制的に終了できる。

○「一時停止」ボタン押下により、広告が消えないようにできる。停止中同位置に表示
される「再開」ボタンが押されるまで表示を継続できる。

情報端末画面広告掲載イメージ

広告Ａ／広告Ｂ 広告C／広告D

広告Ａ／広告B

広告C／広告D

広告E／広告F

広告Ａ／広告B



（様式６）

広告掲載申込書兼誓約書

令和  年  月  日

（あて先）さいたま市長

住
ふり

 所
がな

氏
ふり

 名
がな

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

さいたま市の広告媒体へ広告を掲載したいので、条件・内容等を承諾のうえ、次

のとおり申し込みます。

また、さいたま市広告掲載要綱及びさいたま市広告掲載基準の内容を遵守するこ

とを誓約します。

１ 広告媒体名称

  さいたま市情報端末画面

２ 広告内容

３ 業  種

４ その他

 さいたま市が市税納付状況調査を行うことに同意します。

５ 申込者連絡先

(1) 担当者部署・氏名

(2) ＴＥＬ

(3) ＦＡＸ

(4) Ｅメール

※広告代理店が申込む場合は、２は広告主の名称・広告の内容、３は広告主の業種とする

こと（広告主が決定していない場合は未定とすること）。



見 積 書

１ 広 告 媒 体 名 称

  さいたま市情報端末画面

百 十 億 千 百 十  万 千 百 十 円

２ 金      額  

 さいたま市広告掲載要綱及びさいたま市広告掲載基準、仕様書等を熟知したの

で、見積します。

   令和  年  月  日

住   所

氏   名             ○印

  さいたま市長

（注意事項）

 ・金額は算用数字で記入し、頭部に￥を付記すること。

（様式７）


